
川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領 

 

平成８年９月１日川建地第１０８号  

〔改正 平成１７年１月１４日川ま市整第１２３６号〕 

〔改正 平成２０年３月２６日１９川ま市整第１２０９号〕 

〔改正 平成２９年３月３０日２８川ま防第１７２号〕 

〔改正 令和２年３月２７日３１川ま防第６６９号〕 

〔改正 令和３年３月３１日２川ま防第５１８号〕 

〔改正 令和８年３月３１日７川ま防第９７７号〕 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助要綱に基づき、当該事

業の補助金の交付に関して必要な事項を定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第２条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、川崎

市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、補助金交付申請額が１，０００，０００円を超える場合は、市内中小

企業者により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴取を行わ

なければならない。ただし、申請者が入札（見積り）が行えないことに係る理由書

（第２号様式）を提出し、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場

合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

３ 申請者は、市内中小企業者から見積書等を徴取する場合は、市内中小企業者であ

ることの誓約書（参考様式第２号）を提出させるものとする。ただし、川崎市の競

争入札参加資格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小と

して登載されている者、又は申請者に対して直近の４月１日以降に記載内容（住所、

商号又は名称、代表者職氏名、資本金の額、職員総数）に変更がない誓約書を提出

した者を除く。  

 

（補助金の交付決定） 

第３条 市長は、前条第１項の規定による交付申請書が提出されたときは、速やかに

審査し、補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付して川崎市

密集住宅市街地整備促進事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により通知する

ものとする。 



２ 申請者は、前項の規定による補助金の交付決定の後、施工者等と契約するものと

する。 

３ 第１項の通知を受けた申請者（以下「交付対象者」という。）は、第１２条に定

める川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金の額の確定通知書を受領後、第１２

条に定める川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金の額の確定通知書を受領後、

川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付請求書（第４号様式）を市長に提出

しなければならない。 

 

（経費の配分の変更） 

第４条 交付対象者は、事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、川崎市

密集住宅市街地整備促進事業経費の配分変更届（第５号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（事業内容の変更） 

第５条 交付対象者は、補助金の交付決定後において事業の内容を変更しようとする

場合、補助金の額に変更を生じないときは、川崎市密集住宅市街地整備促進事業の

事業内容の変更承認申請書（第６号様式）を、補助金の額に変更を生じるときは川

崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付変更承認申請書（第７号様式）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、第１項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは

川崎市密集住宅市街地整備促進事業の事業内容変更承認 通知書（第８号様式）、

川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付変更決定通知書（第９号様式）によ

り、交付対象者に通知するものとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第６条 交付対象者は、補助金の交付決定後において事業を中止し、又は廃止しよう

とするときは、川崎市密集住宅市街地整備促進事業中止（廃止）承認申請書（第１

０号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、第１項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは

川崎市密集住宅市街地整備促進事業中止（廃止）承認通知書（第１１号様式）によ

り、交付対象者に通知するものとする。 

 

（完了期日の変更） 

第７条 交付対象者は、事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了する見

込みがないときは、川崎市密集住宅市街地整備促進事業完了期日変更報告書（第１

２号様式）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。 



 

（事故報告） 

第８条 交付対象者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他

必要な事項を川崎市密集住宅市街地整備促進事業事故報告書（第１３号様式）によ

り市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（遂行命令） 

第９条 市長は、交付対象者が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従っ

て事業を遂行していないと認めたときは、交付対象者に対し、これらに従って事業

を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 市長は、事業者が前項の命令に従わなかったときは、事業の一時停止を命ずるこ

とができる。 

 

（実績報告書） 

第１０条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに川崎市密集住宅市街地整

備促進事業完了実績報告書（第１４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 交付対象者は、事業が翌年度以降にまたがる場合で、補助金の交付決定に係る会

計年度が終了したときは、速やかに川崎市密集住宅市街地整備促進事業年度終了実

績報告書（第１５号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 第１項に定める必要書類の内、発注実績報告書（第１６号様式）については、補

助金交付申請額が１，０００，０００円を超える補助金額となる案件について記載

するものとし、第２条第２項の規定により市内中小企業者による入札、又は２者以

上の市内中小企業者から見積書を徴取した場合は、結果の分かる書類の写しを添付

するものとする。 

 

（竣工届） 

第１１条 交付対象者は、建替え工事が完了し、住宅が竣工したときは、速やかに川

崎市密集住宅市街地整備促進事業竣工届（第１７号様式）を市長に提出しなければ

ならない。同一年度において前条第１項に定める川崎市密集住宅市街地整備促進事

業完了実績報告書（第１４号様式）を提出する場合は、同時に提出するものとする。 

 

（補助金の額の決定） 

第１２条 市長は、第１０条第１項の規定による報告を受けたときは、当該報告書の

審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、事業の成果が補助金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金の額の確定通知書（第１８号様式）



により交付対象者に通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１３条 市長は、前条の規定による審査及び現地調査などの結果、事業の成果が補

助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、適合さ

せるための措置をとるべきことを交付対象者に対して命ずることができる。 

２ 前項の命令により交付対象者が必要な措置を講じた場合は、第１０条第１項及び

前条の規定を準用する。 

 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決

定の一部又は全部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 完了実績報告による補助対象事業の成果又は事業費の実績額が著しく交付申

請の内容を下回るとき。 

(4) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件等に違反したとき。 

(5) この要領若しくは関係法令の規定に違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、事業者に期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 

（委任） 

第１６条 この要領に定めるもののほか必要な事項はまちづくり局長が別に定めるこ

とができる。 

 

附 則 

この要領は、平成８年９月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要領は、平成１７年１月１４日から施行する。 

 

附 則（平成２０年３月２６日１９川ま市整第１２０９号） 

改正後の要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 



附 則（平成２９年３月３０日２８川ま防第１７２号） 

改正後の要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月２７日３１川ま防第６６９号） 

改正後の要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日２川ま防第５１８号） 

改正後の要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月３１日７川ま防第９７７号） 

改正後の要領は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付申請書 

 

 

次の建替事業について、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第２条の規定に基

づき補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

３ 事業の種類      

 

４ 補助金交付申請額           円 

 

５ 事業の内容     別紙事業計画書記載のとおり 

 

６ 事業開始予定期日      年  月  日 

 

７ 事業完了予定期日      年  月  日 

 

８ 補助金交付申請額の経費の配分    （別紙１のとおり） 

 

９ 補助金交付申請額の算出方法の明細  （別紙２のとおり） 



添 付 図 書 等 

 

１ 事 業 計 画 書 

 

２ 実 施 計 画 書 

 

３ 区 域 図  縮尺 1／2500 程度の白図に、建替えが行われる土地の区域を表示したもの 

 

４ 敷地等の権利関係を明らかにする書面 

(1) 土地登記の全部事項証明書の写し、建物登記の全部事項証明書の写し 

(2) 土地関係図（建替えの区域、地番、権利関係等を明示したもの） 

(3) その他 敷地等の権利関係を明らかにするもの 

 

５ 除 却 計 画 図  縮尺 1／500 程度の白図に、建替えを行う土地の区域及び除却する建築物の

位置、規模、用途、構造を表示したもの 

 

６ 建設計画図 

(1) 一 般 図 （1/50､1/100､1/200 程度の配置図、平面図、立面図、断面図等） 

(2) 建物の位置 住宅の戸数及び間取り等を表示したもの 

(3) そ の 他 建設計画が判るもの 

 

７ 共同施設計画図 補助対象に係る共同施設について、その位置、規模、施設の種類、構造、

寸法等を色分けで表示したもの 

 

８ 現 況 写 真  最近のもの 

 

９ 川崎市密集住宅市街地整備促進事業に係る誓約書（参考様式第１号） ※敷地の前面が建築

基準法第４２条第２項に規定する道路である場合 

 

１０ 市内中小企業からの見積書（２者以上）の写し ※補助金交付申請額が 1,000,000 円を超

える場合 

 

１１ 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第２号様式） ※補助金交付申請額が

1,000,000 円を超え、１０を提出できない場合 

 

１２ 調査設計費、土地整備費（除却費に限る）及び共同施設整備費に係る見積３者分 ※まち

づくり建替えの場合のみ 

 

１３ その他必要な書類、図面等 



第２号様式（第２条関係） 

    年    月  日 

 

入札（見積り）が行えないことに係る理由書 
 

１ 市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴取が行えない、

補助金等の交付予定額が１００万円を超える事業場の施行場所 

  事業の施行場所   川崎市   区 

２ 発注先 

                             

３．提出する見積書の種類及び数量 

市内中小企業者による見積書  通 

市内中小企業者以外による見積書  通 

（※辞退届を含む。） 

４．市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴取が行えない理

由 

  （１）市内中小企業者で取扱いがない 

  （２）２者以上の市内中小企業者で取扱いがない 

  
（３）特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内中小企業者では目的が達

成できない 

  
（４）継続的に行っている既存設備のメンテナンスや工事の施工における保証等で、特

定業者でなければアフターサービス等に支障がある 

  
（５）工事を発注する場合で、発注する仕様に定める施工中や施工後の保証内容等を含

め、市内中小企業者では対応できないもの 

  （６）上記以外の事由（事由内容を下記に記載） 

※複数の理由に当てはまる場合は、（１）から（６）の順に最初に当てはまる１つの理由を選

択してください。 

（６）の理由を選択した場合、その事由内容 

 

 

 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第２条２項に定める市内中小企業者による

入札又は２者以上の市内中小企業者からの見積書の徴取により難い理由について、十分な調査を

行った結果、上記理由に該当すると判断いたしました。上記理由に該当しないことが明らかにな

った場合、交付された補助金の全部または一部を返還いたします。 
（注）市内中小企業者の定義 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項各号のいずれかに該当し、市内に主たる事務所又は事

業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業） 

※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者 

（申請者）住所               

氏名
ふりがな

               
（法人の場合は名称･代表者）            

             



第３号様式（第３条関係） 

 

川崎市指令  第   号 

年  月  日 

 

様 

 

川崎市長             

 

 

年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付決定通知書 

 

 

年  月  日付けで補助金の交付申請があった事業について、次のとおり決定したの

で通知します。 

 

１ 決定の内容     申請のとおり補助金の交付を決定する。 

 

２ 補助金交付決定額           円 

 

３ 事業の施行場所   川崎市   区      

 

４ 事業の種類      

 

５ 事業完了予定期日      年  月  日 

 

６ 交付の条件 

(1) この事業が交付決定に記した期日に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になったとき

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(2) この事業の執行にあたっては、平成２２年３月２６日付国官会第２３１７号通知「社会資

本整備総合交付金交付要綱」、「川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助要綱」及び「川

崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領」に基づき適正に執行しなければならな

い。 

事業に係る契約を締結したときは、市長に届出しなければならない。



第４号様式（第３条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名           

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付請求書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

に係る補助金について、次のとおり請求します。 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 請求金額                 円 

 

(1) 補助金交付決定額           円 

 

(2) 補助金交付済額            円 

 

(3) 今回補助金請求額           円 

 

今後の補助金請求予定額        円 

 

４ 補助金の振込先 

 金融機関名 

    支店名等 

    口座種別（普通預金・当座預金）※どちらかに丸をつけてください 

    口座番号 

    口座名義人 氏名 

          フリガナ 

           

 
 



第５号様式（第４条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業経費の配分変更届 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

について、経費の配分を変更するため、関係書類を添えて次のとおり届出ます。 

 

 

１ 事業の配分変更を必要とする理由 

 

 

２ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

３ 事業の種類 

 

４ 経費の配分の変更内訳 

（単位：円） 

経費の配分 
補助金対象事業費 

補助率 補助金額 
変更前 増△減 変更後 

調 査 設 計 計 画    

２／３ 

 

土 地 整 備     

共 同 施 設 整 備     

合計      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業の事業内容の変更承認申請書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

の変更をしたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

２ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

３ 事業の種類 

 

４ 関係書類及び図書（別紙のとおり） 



第７号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付変更承認申請書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

について、補助金の変更をしたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

１ 補助金の変更を必要とする理由 

 

 

２ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

３ 事業の種類 

 

４ 事業の完了予定期日      年  月  日 

 

５ 補 助 金 交 付 申 請 額             円 

  

  交 付 決 定 額             円 

 

  変 更 申 請 額             円 

 

  差 引 増 △ 減 額             円 

 

６ 補助金交付変更額の算出方法等（別紙のとおり） 

注）補助金交付変更額の算出方法等は、補助金交付申請書の様式を準用する。 

なお、添付図書等は変更に係る部分のみを添付すること。 
 
 
 



第８号様式（第５条関係） 

 

川  第   号 

年   月   日 

 

様 

 

川崎市長             

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業の事業内容変更承認通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度川崎市密集住宅市街地整備促進事業

の事業内容の変更については、次のとおり承認したので通知します。 

 

１ 承認の内容     申請書のとおり事業内容の変更を承認します。 

 

２ 事業の施行場所   川崎市   区      

 

３ 事業の種類      

 

４ 事業完了予定期日      年  月  日 

 



第９号様式（第５条関係） 

 

川崎市指令  第   号 

年   月   日 

 

様 

 

川崎市長            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付変更決定通知書 

 

 

年  月  日付け  川崎市指令  第    号で交付の決定通知をした事業の

補助金については、次のとおり当該決定の額を変更したので通知します。 

 

１ 事業の施行場所   川崎市   区      

 

２ 事業の種類      

 

３ 補助金交付決定額  今回交付決定額              円 

            前回までの交付決定額           円 

            差引増△減額               円 

 

４ 事業完了予定期日      年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１０号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

  年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業（  ）部中止 

（又は廃止）承認申請書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業に

ついて、事業を（  ）部中止（又は廃止）したいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

１ 廃止（又は中止）を必要とする理由 

 

 

２ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

３ 事業の種類 

 

４ 中止（又は廃止）に係る事業の内容（別表） 

 

５ 中止（又は廃止）に係る補助金の額 

(1) 補 助 金 交 付 決 定 額             円 

(2) 中 止 （ 又 は 廃 止 ） 申 請 額             円 

(3) 差 引 額             円 

 

６ 工程表 

 

７ 添付書類  補助金交付決定通知書の写し 

 

注）（   ）内には、全部又は一部の別を記入すること



第１１号様式（第６条関係） 

 

川崎市指令  第    号 

年   月   日 

 

様         

 

川崎市長              

  

 

  年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業中止（又は廃止）承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで（ ）部中止（又は廃止）承認申請のあった事業について、次

のとおり当該事業の中止（又は廃止）を承認したので通知します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市   区       

 

２ 事業の種類      

 

３ 中止（又は廃止）に係る補助金の額 

 （１） 補助金交付決定額            円 

 （２） 中止（又は廃止）申請額         円 

 （３） 差引額                 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１２号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業完了期日変更報告書 

 

 

  年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受

けた事業について、次の理由により同通知に付された完了期日には事業の完了が困難とな

りましたので報告します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 補助金交付決定通知による事業の完了期日      年  月  日 

 

４ 変更となる完了予定期日              年  月  日 

 

５ 変更の理由 

 

 

 

６ 事業実施状況表 

 

７ 工程表 

 

８ 参考資料  写真等事業の進捗状況を把握できるもの 



第１３号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業事故報告書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

に係る事故について、次のとおり報告します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 事故の内容 

 

 

 

４ 事故に対する措置 

 

５ 事業に及ぼす影響  



第１４号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業完了実績報告書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業

が完了しましたので、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第１０条の規定により関

係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 補助金の交付決定額及び精算額 

補 助 金 の 交 付 決 定 額          円 

補 助 金 の 精 算 額          円 

差 引  増 △ 減 額          円 

 

４ 補助事業の実施期間 

 自      年  月  日 

 至      年  月  日 

 

５ 補助事業の成果  別紙「補助事業の成果」のとおり 

 

６ 添付書類 

(1) 補助金精算調書 

(2) 補助金受入調書 

(3) 事業実施状況 

(4) 図面 

(5) 事業の完了写真 

(6) その他（参考となる資料） 



第１５号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名            

 

 

    年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業年度終了実績報告書 

 

 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業の 

年度における実績について、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第１０

条の規定により、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 補 助 金 交 付 決 定 額及び未済額  

(1) 補助金交付決定額          円 

(2) 補助金執行済額           円 

(3) 補助金未済額            円 

 

４ 補助事業の完了期日 

(1) 当初の完了期日       年  月  日 

(2) 変更後の完了期日      年  月  日 

 

５ 補助金受入調書（別紙のとおり） 

注）様式については、完了実績報告書の様式を準用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 



第１６号様式（第１０条関係） 

   年    月   日 

 

発注実績報告書 
 

（申請者）住所               

氏名
ふりがな

               
（法人の場合は名称･代表者）            

             
     

    年  月  日付け     第   号で補助対象確認通知書の通知を受けた事

業について、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第１０条第３項の規定に基づき

報告します。 

 

１ 事業の施行場所 

  川崎市  区 

 

２ 発注実績（別添とすることも可） 

※対象経費のうち、100 万円を超える工事、委託、物品購入に係る契約のみを記載してくださ

い。（単位：円） 

  契約日 
契約種別 

(工事、工事監理) 
契約名称 業者名 

市内中小 

の別 
契約金額 

1   
 

         

2 
 

  
         

3   
 

         

                合計  

３ 添付書類 

（１）上記、建築工事に関する契約書の写し 

（２）市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積りを徴取し

難い事由がある場合は、入札（見積り）に係る理由書 

※すでに提出済の書類については省略することが出来ます。 

 

（注）市内中小企業者の定義   

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項各号のいずれかに該当、

市内に主たる事務所又は事業所を有する者（原則として川崎市内に登記簿上の本店

がある企業）    

※ただし、個人事業主については住所が川崎市内にある者  

 

 

 

 



第１７号様式（第１１条関係） 

 

  年  月  日 

（あて先） 

川 崎 市 長  

 

申請者 住所 

（代表者）氏名                        

 
 

年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業竣工届 
 
 

年  月  日付け川崎市指令  第   号で補助金の交付決定通知を受けた事業に

ついて、当該住宅が竣工しましたので、川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第１

１条の規定により関係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 添付書類  

①検査済証 

②建築計画概要書 

③竣工図面（配置図、各階平面図、立面図、面積表） 

④工事中の写真 

⑤工事完了後の住宅内部の写真（台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室） 

⑥工事完了後の敷地の写真（駐輪場、バイク置場、ごみ置場、その他補助要件となっている

箇所が確認できるもの） 

⑦小田地区 地区まちづくり構想 まちづくり協議書・協議結果通知書 副本の写し 

  ⑧その他（参考となる資料） 

⑨竣工届添付書類のチェックシート（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

竣工届添付書類のチェックシート 

 

添付書類と項目 

確認事項 

隣地取得型

戸建住宅 

個別建替え（敷地

面積 100 ㎡～） 

個別建替え（敷

地面積150㎡～） 

まちづくり建

替え（共同化）

※ 

①検査済証  

 □用途・形式 隣地取得型

戸建住宅 

重ね建住宅、連続住宅又は共同住宅（長屋も可） 

 □階数 － ３以上 

②建築計画概要書 

 □敷地面積 75 ㎡以上 100 ㎡以上 150 ㎡以上 100 ㎡以上 

□構造等 耐火構造、準耐火構造、耐火建築物等又は準耐火建築物等 

③竣工図面（配置図、各階平面図、立面図、面積表） 

  

 

 

 

□床面積・居室 

 

 

 

 

－ 

【単身者用の小規模住宅以外】 

・各戸（隣地取得型戸建住宅の場合は当該住戸）

が３５㎡以上１２０㎡以下（共用部分及びバ

ルコニーを除く。） 

・２以上の居住室がある 

【単身者用の小規模住宅】 

・各戸（隣地取得型戸建住宅の場合は当該住戸）が

２５㎡以上１２０㎡以下（共用部分及びバルコニ

ーを除く。） 

・１以上の居住室がある 

④工事中の写真 

 □工事の概要がわかる写真 

⑤工事完了後の住宅内部の写真 

 □設備 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室 

⑥工事完了後の敷地の写真 

  

 

□敷地面積に

付随する 

条件 

 

 

－ 

・建築物の道路境

界線からの後

退距離５０cｍ

以上 

・建築物の形状、

外壁等の色彩

は、周辺の環境

に配慮 

 

 

－ 

 

 

－ 

□小田地区地

区まちづく

り基準に付

随するもの 

 

－ 

 

駐輪場、バイク置場、ごみ置場 

  ※共同化以外のまちづくり建替えについては、適宜チェックシートの確認事項を修正して使

ってください。 

 

 

 

 



第１８号様式（第１２条関係） 

 

川  第   号 

年   月   日 

 

様 

 

川崎市長             

 

 

  年度 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金の額の確定通知書 

 

 

年  月  日付けで完了実績報告のありました事業について、川崎市密集住宅市

街地整備促進事業補助金交付要領第１２条の規定により審査したところ、適正に執行されてい

ると認められたので、次のとおり補助金の額を確定し、通知します。 

 

 

１ 事業の施行場所   川崎市  区     

 

２ 事業の種類 

 

３ 確定した補助金額          円 

 

４ 補助金交付決定額          円 

 

５ 交付済補助金額           円 

 

６ 補助金の返還額           円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考様式第１号（第２条関係） 

 

  年  月  日  

（宛先）川崎市長 

 

申請者 住所 

（代表者）氏名             
        

 

川崎市密集住宅市街地整備促進事業に係る誓約書 
 

１ 誓約事項 

（１）後退用地について、私が権利を有する土地であっても、事業計画地が接する狭あい道路の

中心線から２メートル後退した線から突出して、建築物を建築、擁壁等の工作物を築造、又

は広告物等の工作物を設置するなど、道路の機能を損なわせるような行為を行わないこと。 

 

（２）寄附しない場合、後退用地部分については、アスファルト舗装による道路状に整備（市の

制度を利用する又は自ら整備を行う）して、その区域と敷地の境界は地先ブロック等で明確

に分けるとともに、完成後も私の責任において維持管理すること。 

 

（３）敷地又は建築物等の所有権等を移転する場合には、誓約事項の内容を承継すること。 

 

 

２ 対象となる事業計画地の位置 

（ 地 番 ）  川崎市   区     丁目   番    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考様式第２号（第２条関係） 

年  月  日  

市内中小企業者に係る誓約書 
私は、次の案件の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、当社が川崎市内に主たる事

務所又は事業所を有する中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項各号のいずれか

に該当する中小企業者であることを誓約します。 

 

対象となる事業計画の概要 

 事業の施行場所 

  川崎市  区 

 

 
※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、上記案件に係る入札・見積り等の契約手続 

から除外または契約を解除する場合があります。 

 

【参考】 

○中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 

（中小企業者の範囲及び用語の定義）  

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるもの

とし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごと

に定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及

び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社

及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会

社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

○川崎市内企業の定義  

川崎市内に主たる事務所又は事業所を有する企業（原則として川崎市内に登記簿上の本店がある企業、

個人事業主については住所が川崎市内にあるもの）をいう。 

 

（あ て 先） 

補助申請者名        

                        所 在 地                  

                        商号又は名称                 

代表者職氏名
（ ふ り が な ）

              

資本金の額          円    

                        職員総数           人 

                   （※代表者・役員を含む常時雇用されている人数を記入してください。） 


